
体系図（旭川市歯科保健医療の概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.5.1 旭川市歯科保健医療施策の体系 
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Ⅰ保健医療の維持と環境の整備（歯科） 

・災害時の歯科医療救護活動に関する協定の締結 

・心身障害者歯科診療の実施 

・休日救急歯科診療の実施 

・歯科医療を担う人材の育成（研修協力等） 

・医療相談,医療機関指導等の実施（歯科） 

・2次医療圏における医療福祉との連携（障害者歯科医

療、休日救急歯科医療等） 

・旭川市における医療福祉との連携（介護予防等） 

Ⅱ全ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに 

共通する歯科保健対策の推

進 

 

8020 運動の推進 

・生涯歯科保健の普及 

・歯の喪失の予防 

・食育（よく噛むこと等）の

普及 

・フッ化物利用の普及 

・口腔ケアの普及 

Ⅲﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ別の 

歯科保健対策の推進 

 

 

 

・胎児期及び妊娠期 

・乳幼児期 

・学齢期 

・成人期から高齢期 

・医療,介護を必要と 

される方 

２.健康づくりの推進 

健康的な 

生活習慣の定着 

（保健所事業概要より） 

 

旭川市における 

関係計画及び項目等 

・健康日本 21 旭川計画 

・地域福祉計画 

・高齢者保健福祉・ 

介護保険事業計画 

「保健事業の推進」 

・次世代育成支援計画 

 「母子保健体制 

の充実」 

・学校保健の推進 

・障害者計画 

 「適切な保健医療 

の提供」 

１.地域医療体制の確保 

 

 

地域医療サービス 

体制の整備（歯科） 

 

 

・災害時等歯科救護活動 

・休日救急歯科医療体制の確

保 

＜北海道保健医療福祉計画

より＞ 

 

 

・障害者歯科医療の推進 

＜旭川市障害者計画、 

上川中部地域保健医療福祉

計画より＞ 

施策の方向 

基本的視点 

施策の区分 

展開施策 

指針 

具体的な取組 

歯科保健に係る 

主な事業概要 

 

健康情報の提供 

・健康教育 

・講演会 

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ,ﾘｰﾌﾚｯﾄ 

・電話相談 

・出前講座 

・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ,ｺﾝｸｰﾙ 

 

健康づくりの支援 

・乳幼児健診 

・乳幼児健康相談 

・成人健康相談 

・訪問保健指導 

・介護予防相談 

 

関係機関連携強化 

協議会・団体を通じた 

啓発活動の充実 

・市民講演会,ｲﾍﾞﾝﾄ 

・研修会,講師派遣 

・フッ化物利用普及 

・口腔ケアの普及 

・定期歯科受診普及 


